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１． 組織変更の目的 

浜岡原子力発電所では，新検査制度への対応や新規制基準適合に向けた取り組み等を継続し

ており，複雑な設計要件に適合するための施設管理における構成管理能力の向上等，各分野に

おいて能力の向上が求められている。これらの活動をより確実に展開するため，発電所組織の

ガバナンス機能の強化の観点及び各分野におけるパフォーマンス向上を目的とした専門組織化

の観点から検討した。 

 

1.1 ガバナンス機能の強化 

1.1.1  課題 

発電所のマネジメントレビューや不適合管理等のＱＭＳ内業務を総括している品質保

証グループ（安全品質保証部）と，主要な業務の計画である業務執行計画の取りまとめ

等のＱＭＳ内業務及び公表対応，ＪＡＮＳＩやＷＡＮＯのピアレビュー対応等のＱＭＳ

外業務を含む発電所運営を総括している総括管理課（危機管理部）が異なる部に所属し

ている。また，ＱＭＳ内業務であるデータ分析とＱＭＳ外業務である発電所の自己分析

（2019年より開始）において，分野の横断的な分析を実施している両部署が異なる部に

所属していること等から，発電所のガバナンス機能が分散されている。 

 

1.1.2  対応方針と期待する効果 

発電所の運営（ＱＭＳ外業務を含む）の総括に関する業務を行う総括管理課と，品質保

証活動（ＱＭＳ内業務）の総括に関する業務を行う品質保証グループを同一の部に配置し，

総括・品質保証部長の下で，発電所の運営及び品質保証活動の総括に関する業務を実施す

ることにより，マネジメントレビューや，発電所自己分析等で抽出された改善点について，

迅速に業務執行計画へ反映するとともに，確実な進捗管理を行い，発電所の改善活動を牽

引することができる体制とする。 

 

1.2 専門組織化によるパフォーマンス向上 

1.2.1  課題 

主に保修部において，構成管理に関する広範な業務を遂行する必要があり，各個人へ

の負担が大きくなっている。また，保修部以外の業務において，親和性の高い業務が分

散して所掌されており，業務効率の観点から改善の余地がある。 

1.2.1.1 施設管理における構成管理能力の向上 

構成管理の３要素（設計要件，施設構成情報，物理構成）の整合を図るために，適

切な設計管理，調達管理，現場の保全作業等を行う必要があるが，現行組織では主に

保修部が広範な領域を所掌している。 

 今後，新検査制度への対応や新規制基準への適合を見据え，火災防護や溢水防護等

の複雑な設計要件に対して，適切な構成管理を実施しなければならないが，個人の負

担が増加することが懸念される。 
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1.2.1.2 親和性のある業務の集約による力量の向上及び業務の効率化 

① ３～５号炉の運転管理業務及び廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の

運転管理業務 

 現在，廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転管理業務は, ３～

５号機の運転管理業務と類似しているものの，発電部による３～５号炉の運転管

理業務とは独立して，廃止措置部 廃棄物管理課で所掌しており，運転に関する業

務が分散されている。また，この結果，廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用

施設の運転管理業務に携わる者が限定的となっており，持続的な技術継承に課題

を有している。 

② 運転管理業務及び化学管理業務（水質管理業務） 

 現在の組織では，化学管理業務（水質管理業務）をプラント管理課，３～５号炉

の運転管理業務を発電部にて所掌している。当該業務は運転計画やプラント補機

の運転状態等，運転管理と密接に関係するため，業務調整や連携が恒常的に発生

している。 

③ 放射性固体廃棄物管理業務及び放射性液体・気体廃棄物管理業務 

 現在の組織では，放射性固体廃棄物管理業務を廃棄物管理課，放射性液体・気体

廃棄物管理業務をプラント管理課で所掌している。この結果，放射性廃棄物管理

に必要な化学管理に係る業務・力量を有する者が分散しており，類似管理業務の

重複や共通事項の部署間調整が発生している。 

④ 組織横断的な保安活動を展開する業務 

 組織横断的な保安活動を展開する業務を所掌する課・グループが危機管理部と

プラント運営部に分散しているが，一つの部に集約することで，発電所の運営基

盤を強化する余地がある。 

また，組織横断的な活動のうち，定期点検期間中の作業における発電の運営等

を定検保安課，定期点検以外の期間の作業における発電の運営等を運転管理課で

所掌しているが，類似した業務が分散されている。 

 

1.2.2  対応方針と期待する効果 

1.2.2.1 施設管理における構成管理能力の向上への対応 

（対応１）エンジニアリング部を新設 

 構成管理の３要素（「設計要件」「施設構成情報」「物理構成」）を整合させるプロセス

を，３種類のエンジニアリング業務と保修業務に分類し，それぞれ専門化した課を新設

する。 

 新たに設置するエンジニアリング部３課には，下記の業務を移管する。 

保修部各課より移管     ： 施設管理・高経年化技術評価の総括に関する業

務，設計・調達管理に関する業務 

プラント管理課より移管    ： プラント技術の総括に関する業務 
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原子力安全グループより移管 ： 原子力安全管理の総括に関する業務 

    また，炉心設計業務を所掌する原子燃料課もエンジニアリング部に所属させる。 

（対応２）保修部には保修業務のみを集約 

 保修部に保修管理課，機械保修課，電気保修課を設置し，保全の総括及び保全の実施

等を所掌する。     

業務品質・作業効率を向上させる観点から保修業務を保修部に集約する方針とし，こ

れに合わせて，保修部以外の所管設備に関する保修業務ついては，放射線管理課長及び

プラント管理課長が所掌している放射線測定機器類の管理及び放出管理用計測器の管

理のうち，常設機器の管理を保修部へ移管する。また，プラント管理課長が所掌してい

る計測及び制御設備のチャンネル校正についても保修部に移管することとする。  

 

構成管理の３要素の具体的な業務内容と担当部署（現状と組織改定後）については以

下のとおりである。 

「設計要件」「施設構成情報」を整合させるプロセスのうち，設計要件が適切に施設

構成情報に反映されるよう設計管理及び調達管理業務については，保修部各課から設計

調達課に移管する。また，専門性が高い設計要件（火災防護，溢水防護，自然現象防護，

PLM）が適切に施設構成情報に反映されるよう設計管理業務については，保修部各課か

ら共通設計課に移管する。 

「施設構成情報」「物理構成」を整合させるプロセスにおいて，現場の設備・機器が

施設構成情報どおりになるよう保修を行う業務については，現状とおり保修部各課が実

施する。 

「物理構成」「設計要件」を整合させるプロセスにおいて，各系統の物理構成が設計

要件を満たしていることを確認する業務については，保修部各課から安全・系統管理課

に移管する。 

本組織変更により，新規制基準対応等で求められる複雑な設計要件にも専門的に対応

できる組織体制となるため，エンジニアリング能力の向上が期待できる。また，保修部

員についても，精通しなければならないルールや知識が限定されることから，より現場

業務に集中できる環境になり，負担が軽減することから，保修作業の品質向上が期待で

きる。 

添付資料１－１ 施設管理における構成管理能力の向上に係る補足 

 

なお，本組織改正に伴う想定される主なデメリットと対応策は下記のとおりである。 

（デメリット１）設備管理に関する広範な経験の喪失 

 現状組織においては，構成管理の観点から，各個人への負担が大きくなっている一方

で，設計管理業務，調達管理業務及び保修業務等の設備管理を一気通貫で担当すること

で，設備の管理について，包括的な力量を習得しやすいというメリットも有していた。

今回の組織変更により，エンジニアリング部については，現場設備の状態の把握，保修

部については，設備の設計に関する知識の習得が相対的に難しくなり，設備管理に関す
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る広範な経験を喪失するデメリットがある。 

これに対しては，以下の施設管理プロセス内の業務を設定することにより，設備管理

に関する広範な経験を得る機会の喪失を防止する。 

エンジニアリング部員は施設管理プロセス中の検査の実施を担っており，使用前事業

者検査及び定期事業者検査の一部を実施する。この検査における適合性確認において，

部品確認，試運転等の保全の実施中に現場確認を行う必要がある。これには保修部員と

の連携が必要となり，現場の保修状況等の把握を業務の中で触れることとなる。 

 一方，保修部員は施設管理プロセス中の保全の有効性評価の実施を担っている。有効

性評価において，設計に係る情報をインプットとする必要があり，部品の材質情報等の

設計に係る情報を業務上で取り扱うこととなる。また，保全の有効性評価結果はその後

の設備更新・改造計画等に反映するため，設計部署とのインターフェース間で設計に係

る情報交換を行うこととなる。 

 

（デメリット２）部署間の業務調整や連絡の増加による業務の遅れ 

エンジニアリング業務と保修業務を行う部署を分割することで，それぞれの部署間の

業務調整や連絡の増加が見込まれることにより業務が遅れるデメリットがある。 

これに対しては，設計・調達や保修業務の計画及び実績を一元的に管理する業務支援

データベースを整備済であることに加え，これらを安全・系統管理課が進捗監視を行う

ことにより，部署間の業務調整や連絡の増加による業務の遅れを防止する。 

 

（デメリット３）保修部各課が所掌する設備の増加による品質管理の低下 

保修部が７課から３課へ集約されることで，保修部各課が所掌する設備の種類が増加

することにより，保修部員が担当する設備の対象が増加し品質管理が低下するデメリッ

トがある。 

これに対しては，保修部員が担当する設備の対象が適切な範囲になるよう，課を構成

するグループを設置する等の体制を構築することにより，保修部各課が所掌する設備の

増加による品質管理の低下を防止する。 

 

1.2.2.2 親和性のある業務の集約による力量の向上及び業務の効率化への対応 

① ３～５号炉の運転管理業務及び廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設

の運転管理業務  

廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転管理業務を，３号炉発電

指令課長指揮下で行う業務と位置づけ，運転管理業務を発電部へ移管する。運転

号炉（３～５号炉）の運転管理業務と統合することで，廃棄物減容処理装置建屋

に設置された共用施設の運転管理業務に携わる者を増やし，持続的な技術継承・

維持を可能とする体系の中で，安定的な人財育成に繋げることができる。また，

廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転管理を発電部に移管する

にあたり，当該施設の運転管理業務に従事する発電部員（発電指令課長を含む）
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に対して，教育（机上，現場）を実施し，力量の認定を得た者が運転管理を行う。

移管後は，発電部における持続的な技術継承・維持を可能とする体系の中で，力

量を維持できる。 

② 運転管理業務及び化学管理業務（水質管理業務） 

水質管理業務を運転管理課に移管することで，補機の運転状態をより迅速に把

握できる体制とする。発電部傘下とすることで，水質分析の対象となる系統の運

転状態や運転計画変更を迅速に把握でき，サンプリング時の確認・調整が効率的

に実施できる。また，水質分析結果が通常と異なる場合，運転当直との連携が容

易となり，迅速に原因分析等を行うことができる。 

③ 放射性固体廃棄物管理業務及び放射性液体・気体廃棄物管理業務 

放射性液体・気体廃棄物管理業務を廃棄物管理課に移管し，放射性廃棄物管理

業務を集約する。放射性廃棄物管理業務に必要な化学系の力量を有する要員を集

約することにより，相乗効果による更なる力量向上を果たしやすい組織とする。 

また，廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転管理を発電部に移

管することと合わせて廃棄物管理課を発電部傘下の組織とする。放射性廃棄物管

理のうち，廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設による処理を発電指令

課長が担い，放射性固体廃棄物の保管や発電所外への廃棄を廃棄物管理課長が担

うが，これらの課を同一の部に配置し，発電部長の下で，放射性固体廃棄物管理

に関する業務を行うことで，相互に連携しやすい組織となることから，放射性固

体廃棄物管理業務に影響はない。 

 廃棄物管理課は，廃止措置号炉である１，２号炉で発生する放射性固体廃棄

物，運転号炉である３～５号炉で発生する放射性固体廃棄物に係らず，関係部

署と適宜連携をとり，放射性固体廃棄物に関する業務を支障なく実施している。

今回，廃棄物管理課を廃止措置部から発電部へ移管するものの，廃止措置に係

る部門と適時連携を取り対応する。具体的には，当該業務を実施する際，廃棄物

管理課が関係部署と定期的に打ち合わせを行う等，相互に連携し業務を行うこ

とで廃止措置への悪影響はない。 

放射性固体廃棄物は，廃止措置計画認可申請書において廃止措置が終了する

までに「原子炉等規制法」第５１条の２に基づく許可を受けた廃棄施設に廃棄

することとしている。それまでの期間は，原子炉設置許可申請書に記載の方法

に従い，廃止措置号炉及び運転号炉で発生する放射性固体廃棄物を１号炉から

５号炉共用の固体廃棄物貯蔵庫又は雑固体廃棄物保管室等に貯蔵保管するとと

もに，廃止措置号炉（１号炉と２号炉）と運転号炉に分けて識別管理している。

これらの業務は，組織改定後も引き続き廃棄物管理課の所掌であり，組織改定

による影響はない。 

④ 組織横断的な保安活動を展開する業務 

（対応１） 

 組織横断的な保安活動を展開している防災課，核物質防護課，放射線管理課，
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システム管理グループを集約し，運営基盤部とすることで，ノウハウの蓄積及

び組織横断的な業務の効率化を図る。なお，放射線管理課の一部設備の保修部

への移管を除き，各課の業務分掌の見直しは行わない。 

（対応２） 

定検保安課が所管している定期点検期間中の作業における発電の運営等に

関する業務と運転管理課が所管している定期点検以外の期間の作業における

発電の運営等に関する業務を施設保安課に集約することにより，業務を効率的

に行うことができる。 

 

1.3 名称変更 

業務内容を考慮し，課名変更を行う。 

（１）定検保安課 ⇒ 施設保安課  

   対象となる作業を定検作業から保全作業全般に変更することに伴う変更 

    

 （２）システム管理グループ ⇒ デジタル技術課 

  安全・系統管理課の新設に伴い，英語表記が類似するのを避けるための変更 

 

添付資料１－２ 保安に関する組織の変更（変更前後の組織体系） 

添付資料１－３ 組織改定前後の職務移管に関する説明資料 

添付資料１－４ 保安規定第 106条（施設管理）の担当部署整理表 
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２． 保安規定変更内容 

 下記のとおり，保安規定の内容を変更する。 

 

2.1 保安に関する職務の変更（第 1編第 5条及び第 2編第 5条） 

   職責の見直しに伴い，下記のとおり変更する。 

 

 

変更前 変更後 

（危機管理部より再編） 総括管理課長 

【第１編及び第２編】 

○緊急事態発生時の対応に関する業務 

○運営の総括に関する業務 

品質保証グループ長 

【第１編及び第２編】 

○品質保証活動の総括に関する業務 

【第１編及び第２編】 

○品質保証活動の総括に関する業務 

原子力安全グループ長（廃止） － 

【第１編及び第２編】 

○原子力安全の総括に関する業務 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更前 変更後 

安全品質保証部長（廃止） 総括・品質保証部長（新設） 

【第１編及び第２編】 

○品質保証グループ長，原子力安全グループ長及

び検査管理課長の所管する業務を統括 

【第１編及び第２編】 

○総括管理課長，品質保証グループ長及び検査管

理課長の所管する業務を統括 
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変更前 変更後 

総括管理課長 （総括・品質保証部へ再編） 

【第１編及び第２編】 

○緊急事態発生時の対応に関する業務 

○運営の総括に関する業務 

（プラント運営部より再編） 放射線管理課長 

【第１編及び第２編】 

○放射線管理（管理区域への立入許可に関する業

務を除く。）に関する業務 

（プラント運営部より再編） デジタル技術課長（名称変更） 

【第１編】 

○原子炉施設の計算機システムの施設管理（電気

保修課長が所管する業務を除く。）に関する業務 

【第２編】 

○原子炉施設の計算機システムの施設管理に関す

る業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更前 変更後 

危機管理部長（廃止） 運営基盤部長（新設） 

【第１編及び第２編】 

○総括管理課長，防災課長及び核物質防護課長の

所管する業務を統括 

【第１編及び第２編】 

○防災課長，核物質防護課長，放射線管理課長及

びデジタル技術課長の所管する業務を統括 
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変更前 変更後 

運転管理課長 

【第１編】 

○原子炉施設の運転の総括（定検保安課長及び廃

棄物管理課長が所管する業務を除く。）に関する

業務 

【第１編】 

○原子炉施設の運転の総括（施設保安課長が所管

する業務を除く。）に関する業務 

○化学管理に関する業務 

【第２編】 

○原子炉施設のうち，廃棄物減容処理装置建屋に

設置された共用施設の運転の総括に関する業務 

○化学管理に関する業務 

定検保安課長（名称変更） 施設保安課長（名称変更） 

【第１編】 

○原子炉施設の定検作業における発電の運営及び

工程管理に関する業務 

【第１編】 

○原子炉施設の保全作業における発電の運営及び

工程管理に関する業務 

（廃止措置部より再編） 廃棄物管理課長 

【第１編及び第２編】 

○放射性固体廃棄物の管理に関する業務 

○放射性液体廃棄物の管理に関する業務 

○放射性気体廃棄物の管理に関する業務 

発電指令課長 

【第１編】 

○原子炉施設の運転に関する当直業務（廃棄物管

理課長が所管する業務を除く。） 

【第１編】 

○原子炉施設の運転に関する当直業務 

【第２編】 

○原子炉施設のうち，廃棄物減容処理装置建屋に

設置された共用施設の運転に関する当直業務 

 

 

 

 

 

 

変更前 変更後 

発電部長 

【第１編及び第２編】 

○運転管理課長，定検保安課長及び発電指令課長

の所管する業務を統括 

【第１編及び第２編】 

○運転管理課長，施設保安課長，廃棄物管理課長

及び発電指令課長の所管する業務を統括 



10 

 

 

変更前 変更後 

－ 安全・系統管理課長（新設） 

－ 【第１編及び第２編】 

○原子力安全管理の総括に関する業務 

○プラント技術の総括に関する業務 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理の総括（保修管理課長が

所管する業務を除く。）に関する業務 

－ 共通設計課長（新設） 

－ 【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち，火災，溢水，自

然現象に関する防護設計及び高経年化技術評価

の総括に関する業務 

－ 設計調達課長（新設） 

－ 【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調

達管理に関する業務（土木課長及び建築課長が

所管する業務を除く。 ） 

プラント管理課長（廃止） － 

【第１編及び第２編】 

○プラント技術の総括に関する業務 

○化学管理に関する業務 

○放射性液体廃棄物の管理に関する業務 

○放射性気体廃棄物の管理に関する業務 

－ 

放射線管理課長 （運営基盤部へ再編） 

【第１編及び第２編】 

○放射線管理（管理区域への立入許可に関する業

務を除く。）に関する業務 

  

変更前 変更後 

プラント運営部長（廃止） エンジニアリング部長（新設） 

【第１編及び第２編】 

○プラント管理課長，原子燃料課長，放射線管理

課長及びシステム管理グループ長の所管する業

務を統括 

【第１編及び第２編】 

○安全・系統管理課長，共通設計課長，設計調達

課長及び原子燃料課長の所管する業務を統括 
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変更前 変更後 

システム管理グループ長（名称変更） （運営基盤部へ再編） 

【第１編】 

○原子炉施設の計算機システムの施設管理（設備

保全課長及び計測課長が所管する業務を除く。）

に関する業務 

【第２編】 

○原子炉施設の計算機システムの施設管理に関す

る業務 
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変更前 変更後 

－ 保修管理課長（新設） 

－ 【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気

関係設備及び計測関係設備の保全の総括に関す

る業務 

－ 機械保修課長（新設） 

－ 【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち，機械設備の保全

の実施（設計調達課長が所管する業務を除く。 ）

及び保全の結果の確認・評価に関する業務 

－ 電気保修課長（新設） 

－ 【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及

び計測関係設備の保全の実施（設計調達課長が

所管する業務を除く。 ）並びに保全の結果の確

認・評価に関する業務 

【第２編】 

○放射線計測器類の管理（放射線管理課長，廃棄

物管理課長及び廃止措置工事課長が所管する業

務を除く。 ）に関する業務 

保守管理課長（廃止） － 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理の総括（設備保全課長が

所管する業務を除く。）に関する業務 

－ 

設備保全課長（廃止） － 

【第１編】 

○原子炉施設の保全の総括に関する業務 

○原子炉施設の施設管理（原子炉課長，タービン

課長，電気課長，計測課長，土木課長及び建築

課長が所管する業務を除く。 ）に関する業務 

－ 

変更前 変更後 

保修部長 

【第１編及び第２編】 

○保守管理課長，設備保全課長，改良工事グルー

プ長，原子炉課長，タービン課長，電気課長及

び計測課長の所管する業務を統括 

【第１編及び第２編】 

○保修管理課長，機械保修課長及び電気保修課長

の所管する業務を統括 
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変更前 変更後 

改良工事グループ長（廃止） － 

【第１編】  

○大型改良工事に関する業務 

－ 

原子炉課長（廃止） － 

【第１編】 

○原子炉施設のうち，原子炉関係機械設備の施設

管理に関する業務 

－ 

タービン課長（廃止） － 

【第１編】  

○原子炉施設のうち，タービン関係機械設備の施

設管理に関する業務 

－ 

電気課長（廃止） － 

【第１編】  

○原子炉施設のうち，電気関係設備の施設管理に

関する業務 

－ 

計測課長（廃止） － 

【第１編】  

○原子炉施設のうち，計測関係設備の施設管理に

関する業務 

－ 
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変更前 変更後 

廃棄物管理課長 （発電部へ再編） 

【第１編及び第２編 共通】 

○放射性固体廃棄物の管理に関する業務 

○原子炉施設のうち，廃棄物減容処理装置建屋に

設置された共用施設の運転に関する業務 

 

  

変更前 変更後 

廃止措置部長 

【第１編】 

○廃止措置計画課長，廃止措置工事課長及び廃棄

物管理課長の所管する業務を統括 

 

【第２編】 

○原子炉施設の廃止措置に係る計画及び管理に関

する業務の統括責任者としての業務 

○廃止措置計画課長，廃止措置工事課長及び廃棄

物管理課長の所管する業務を統括 

【第１編】 

○廃止措置計画課長及び廃止措置工事課長の所管

する業務を統括 

 

【第２編】 

○原子炉施設の廃止措置に係る計画及び管理に関

する業務の統括責任者としての業務 

○廃止措置計画課長及び廃止措置工事課長の所管

する業務を統括 
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2.2 業務移管に伴う保安活動の行為者の変更 

2.2.1  廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務の移管に伴う変更 

 ３～５号炉の運転管理業務及び廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転

管理業務の親和性を踏まえて，廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関

する業務を「廃棄物管理課長」から「運転管理課長」又は「発電指令課長」へ移管するこ

とに伴い，以下の条文を変更する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第１２条の２（運転管理業務）， 

第１３条（巡視点検）， 

第１４条（手順書の作成）， 

第１７条（地震又は火災等発生時の対応）， 

第７５条（異常発生時の基本的な対応）， 

第９８条（床，壁等の除染） 

・廃棄物管理課長を削除し，発電指令課

長に統合 

【第１編】 

第１４条（手順書の作成） 

・廃棄物管理課長を削除し，運転管理課

長に統合 

【第１編】 

第１７条（地震又は火災等発生時の対応）， 

第７５条（異常発生時の基本的な対応）， 

第１２０条（報告） 

・廃止措置部長を削除し，発電部長に統

合 

【第１編】 

第８６条（放射性固体廃棄

物の管理）， 

第８８条（放射性気体廃棄

物の管理） 

【第２編】 

第４０条（放射性固体廃

棄物の管理）， 

第４３条（放射性気体廃

棄物の管理） 

【共通】 

・廃棄物減容処理装置建屋に設置された

共用施設の運転業務について廃棄物

管理課長から発電指令課長へ変更 

【第２編】 

・第４３条において，運転管理課長から

発電指令課長への周知事項の追加 

【第１編】 

第１１７条（所員への保安

教育） 

 

【第２編】 

第７３条（所員への保安

教育） 

 

【共通】 

・廃棄物管理課副長，廃棄物減容処理装

置建屋に設置された共用施設の業務

に関わる者を削除 

【第２編】 

・発電指令課長，副長，運転員 A，Bを追

加 
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対象条文 変更内容 

【第１編】 

第１１８条（請負会社従業

員への保安教育） 

 

【第２編】 

第７４条（請負会社従業

員への保安教育） 

 

【共通】 

「廃棄物減容処理装置建屋に設置され

た共用施設の業務に関わる者」に関す

る記載を削除 

【第１編】 

・廃棄物管理課長を削除し，運転管理課

長に統合 

【第２編】 

・廃棄物管理課長を，運転管理課長に変

更 

 

 

2.2.2  化学管理に関する業務の移管に伴う変更 

 運転管理業務と化学管理業務の親和性を踏まえて，化学管理に関する業務を「プラント

管理課長」から「運転管理課長」へ移管することに伴い，以下の条文を変更する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第１８条（水質管理） 

・原子炉冷却材の水質確認は 「プラント管理課

長」から「運転管理課長」へ変更 

・運転管理課長自身が確認するため，結果を運

転管理課長に通知する規定を削除  

【第１編】 

第２４条（ほう酸水注入系） 

・ほう酸水濃度の確認は「プラント管理課長」

から「運転管理課長」へ変更 

・運転管理課長自身が確認するため，結果を運

転管理課長に通知する規定を削除  

【第１編】 

第３３条（原子炉冷却材中のよう素１３１濃

度） 

・よう素１３１濃度の確認は 「プラント管理課

長」から「運転管理課長」へ変更 

・運転管理課長自身が確認するため，結果を運

転管理課長に通知する規定を削除 

 

 

2.2.3  安全・系統管理課長がプラント技術の総括に関する業務を所管することに伴う変更 

 安全機能を有する系統の機能確認（機能検査）に関する業務については，安全・系統管

理課が所掌することから，「電気課長」，「計測課長」，「原子炉課長」又は「プラント管理

課長」から「安全・系統管理課長」へ移管することに伴い，以下の条文を変更する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第２２条（制御棒のスクラム機能） 

・スクラム時間の確認は「プラント管理課長」

から「安全・系統管理課長」へ変更 



17 

 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第２４条（ほう酸水注入系）， 

第４７条（可燃性ガス濃度制御系） 

・系統の機能確認は「プラント管理課長」から

「安全・系統管理課長」へ変更 

【第１編】 

第２７条（計測及び制御設備（３号炉及び４

号炉））， 

第２７条の２ （計測及び制御設備（５号炉）） 

・論理回路機能の確認は「プラント管理課長」，

「計測課長」又は「電気課長」から「安全・

系統管理課長」へ変更 

 

【第１編】 

第３０条（主蒸気逃がし安全弁） 

・主蒸気逃がし安全弁の機能確認は「原子炉課

長」から「安全・系統管理課長」へ変更 

【第１編】 

第３９条（非常用炉心冷却系その１（３号炉

及び４号炉））， 

第３９条の２（非常用炉心冷却系その１（５

号炉））， 

第４１条（原子炉隔離冷却系（３号炉及び４

号炉））， 

第４２条（主蒸気隔離弁）， 

第４３条（原子炉格納容器及び原子炉格納容

器隔離弁）， 

第５０条（原子炉建屋原子炉室給排気隔離

弁）， 

第５１条（非常用ガス処理系）， 

第５２条（原子炉機器冷却水系及び原子炉機

器冷却海水系）， 

第５３条（高圧炉心スプレイ機器冷却水系及

び高圧炉心スプレイ機器冷却海水系（３号炉

及び４号炉））， 

第５６条（中央制御室非常用循環系）， 

第５９条（非常用ディーゼル発電機その１） 

・ 模擬信号による動作確認は「プラント管理課

長」又は「電気課長」から「安全・系統管理

課長」へ変更 

 

【第１編】 

第４４条（サプレッション・チェンバからド

ライウェルへの真空破壊弁） 

・真空破壊弁の開閉確認は「原子炉課長」から

「安全・系統管理課長」へ変更 

 

【第１編】 

第６２条（直流電源その１） 

・直流電源の機能確認は「電気課長」から「安

全・系統管理課長」へ変更 

 

2.2.4  放射性液体廃棄物管理及び放射性気体廃棄物管理に関する業務の集約に伴う変更 

 放射性固体廃棄物管理，放射性液体廃棄物管理及び放射性気体廃棄物管理に関する業務
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の親和性を踏まえて，放射性液体廃棄物管理及び放射性気体廃棄物管理に関する業務を

「プラント管理課長」から「廃棄物管理課長」へ移管することに伴い，以下の条文を変更

する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第８７条（放射性液体廃棄

物の管理）， 

第８８条（放射性気体廃棄

物の管理） 

【第２編】 

第４２条（放射性液体廃

棄物の管理）， 

第４３条（放射性気体廃

棄物の管理） 

・「プラント管理課長」から「廃棄物管

理課長」へ変更 

 

【第１編】 

第８９条（放出管理用計測

器の管理） 

【第２編】 

第４４条（放出管理用計

測器の管理） 

・放出管理用計測器のうちホットラボ

の設備管理は「プラント管理課長」

から「廃棄物管理課長」へ変更 

【第１編】 

第１００条（放射線計測器

類の管理） 

【第２編】 

第５５条（放射線計測器

類の管理） 

・放射線計測器類のうちホットラボの

設備管理は「プラント管理課長」か

ら「廃棄物管理課長」へ変更 

 

2.2.5  放射線管理のうち，モニタリングポスト等の設備管理の移管に伴う変更 

 業務品質・作業効率を向上させる観点から保修業務を保修部に集約する方針のもと，放

射線管理課長が実施しているモニタリングポスト等の設備管理を「放射線管理課長」から

「電気保修課長」へ移管することに伴い，以下の条文を変更する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第１００条（放射線計測器

類の管理） 

【第２編】 

第５５条（放射線計測器

類の管理） 

・モニタリングポスト等一部設備の設

備管理は「放射線管理課長」から「 電

気保修課長」 へ変更 

 

 

2.2.6  共通設計課長が高経年化技術評価の総括に関する業務を所管することに伴う変更 

 ＲＰＶ非延性破壊防止のための原子炉冷却材温度制限値の設定に係る業務については，

共通設計課長が所掌することから，「プラント管理課長」から「共通設計課長」へ移管す

ることに伴い，以下の条文を変更する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第３７条（原子炉冷却材温度及び原子炉冷却

材温度変化率） 

・「プラント管理課長」から「共通設計課長」へ

変更 
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2.2.7  保修管理課長が保全の総括に関する業務を所管することに伴う変更 

 定期事業者検査のうち，その他検査全般に係る業務については，保修管理課長が所掌す

ることから，「原子炉課」，「計測課」，「電気課」又は「プラント管理課」から「保修管理課

長」へ移管することに伴い，以下の条文を変更する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第２１条の２（制御棒の動作確認（５号炉）） 

・制御棒と制御棒駆動機構の結合確認は「原子

炉課長」から「保修管理課長」へ変更 

 

【第１編】 

第２７条（計測及び制御設備（３号炉及び４

号炉））， 

第２７条の２ （計測及び制御設備（５号炉）） 

・チャンネル校正は「計測課長」，「電気課長」

又は「プラント管理課長」から「保修管理課

長」へ変更 

 

【第１編】 

第３２条（非常用炉心冷却系及び原子炉隔離

冷却系の系統圧力監視）， 

第４２条（主蒸気隔離弁）， 

第４３条（原子炉格納容器及び原子炉格納容

器隔離弁） 

・漏えい等の確認は「原子炉課長」から「保修

管理課長」へ変更 

 

【第１編】 

第４９条（原子炉建屋原子炉室） 

・原子炉建屋原子炉室の負圧確認は 「原子炉課

長」から「保修管理課長」へ変更 

【第１編】 

第５１条（非常用ガス処理系）， 

第５６条（中央制御室非常用循環系） 

・設備の総合除去効率の確認は「プラント管理

課長」から「保修管理課長」へ変更 

 

 

2.2.8  電気保修課長が電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施（設計調達課長が所管する

業務を除く。）並びに保全の結果の確認・評価に関する業務を所管することに伴う変更 

 電気保修課長が電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施（設計調達課長が所管する

業務を除く。）並びに保全の結果の確認・評価に関する業務を所管することから，「計測課

長」又は「プラント管理課長」から「電気保修課長」に移管することに伴い，以下の条文

を変更する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第２７条（計測及び制御設備（３号炉及び４号炉））， 

第２７条の２ （計測及び制御設備（５号炉）） 

・ 設備所管部署として実施するモニ

タの校正は「計測課長」から「電気

保修課長」へ変更 
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対象条文 変更内容 

【第１編】 

第３１条（原子炉格納容器内の原子炉冷却材

漏えい率） 

・装置の点検は「計測課長」から「電気保修課

長」へ変更 

【第１編】 

第８９条（放出管理用計測器の管理） 

・放出管理用計測器(ホットラボの設備を除く)

の設備管理は「プラント管理課長」から「電

気保修課長」へ変更 

 

2.3 組織名称変更に伴う変更 

2.3.1  組織名称変更に伴う第 4条及び第 5条以外の各条における行為者の名称変更 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第８５条（使用済燃料の運搬） 

・「プラント運営部長」から「エンジニアリング

部長」へ変更 

【第１編】 

第１１８条（請負会社従業員への保安教育） 

・「定検保安課長」から「施設保安課長」へ変更 

 

2.4 その他の変更 

2.4.1  業務移管に伴うその他の変更 

第１編第１８条，第２４条及び第３３条において，「プラント管理課長」を「運転管理課

長」に変更することに伴い，運転管理課長から発電指令課長への周知事項を追加する。 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第１５条（引継及び通知） 

第２項を以下のように修正する 

２ 運転管理課長は，本規定に定める通知※１を

受けた場合は当該通知の内容並びに第１８条第

１項及び本章第３節各条の第２項の確認を行っ

た場合はその結果を発電指令課長に周知する。 

※１：本章第３節各条の第２項に定める発電指

令課長から受けた通知を除く。 

 

2.4.2  記載の適正化 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第５条（保安に関する職

務） 

【第２編】 

第５条（保安に関する職

務） 

・「所掌業務」を「業務分掌」に修正 

 

対象条文 変更内容 

【第１編】 

第１００条（放射線計測器類の管理） 

・１号炉及び２号炉の放射線計測器類

と共用で確保するエリア放射線モニ

タの設置個所及び台数を明確化 



添付資料１－１（1／3） 

 

1 

施設管理における構成管理能力の向上に係る補足 

施設管理における構成管理に係るプロセスの所掌について（組織改定前） 

設計要件 

物理構成 施設構成情報 

現場にある設備・

機器はどのような

ものでなければな

らないか？ 

現場にある設備・機

器がどのようなものか

を示す図書・図面等 

現場にある設備・

機器の状態 

構成管理の３要素 

系統監視・評価 

プラント管理課 

保守管理（現場の保全作業） 

⇒ 保修部 保守管理課，設備保全課， 

原子炉課，タービン課，電気課， 

計測課，改良工事グループ 

設計管理 

⇒保修部 保守管理課，設備保全課， 

原子炉課，タービン課，電気課， 

計測課，改良工事グループ 

調達管理 

⇒保修部 保守管理課，設備保全課， 

原子炉課，タービン課，電気課， 

計測課，改良工事グループ 

文書管理 

⇒保修部 保守管理課，設備保全課， 

原子炉課，タービン課，電気課， 

計測課，改良工事グループ 
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施設管理における構成管理に係るプロセスの所掌について（組織改定後） 

設計要件 

物理構成 施設構成情報 

現場にある設備・

機器はどのような

ものでなければな

らないか？ 

現場にある設備・機

器がどのようなものか

を示す図書・図面等 

現場にある設備・

機器の状態 

構成管理の３要素 

設計・調達エンジニアリング業務 

系統エンジニアリング業務 

プログラムエンジニアリング業務 

保修業務 

各系統の物理構成が設計要件を満たしてい

ることを確認する 

 ⇒ エンジニアリング部 安全・系統管理課 

現場の設備・機器が施設構成情報どおりになるよう保修を行う 

    ⇒ 保修部 保修管理課，機械保修課，電気保修課 

設計要件が適切に施設構成情報に反映され

るよう設計管理及び調達管理を行う 

  ⇒ エンジニアリング部 設計調達課 

専門性が高い設計要件（火災防護，溢水防

護，自然現象防護，PLM）が適切に施設構成

情報に反映されるよう設計管理を行う 

  ⇒ エンジニアリング部 共通設計課 



添付資料１－１（3／3） 

 

3 

 

■ 保修部が広く担当していた構成管理のプロセスを，それぞれ専門性が高い部署が担当する。 

（プロセス視点での再編により，パフォーマンス監視・向上が容易となる。） 

 

（例）設計変更のプロセス 

 

不適合情報 

他施設情報 

  規制要求等 

➡ 
技術変更 

依頼 
➡ 

技術変更 

計画 
➡ 設計管理 ➡ 調達管理 ➡ 保守管理 ➡ 文書管理 ➡ 

技術変更 

完了 

 

プロセス毎の担当部署 

 

                        

組織改定前 
プラント 

管理課 

設計担当部署 

（主に保修部） 

調達主管部署 

（主に保修部） 

保守管理部署

（主に保修部） 

図面管理部署 

（主に保修部） 

プラント 

管理課 

        

 

                    

組織改定後 
安全・系統 

管理課 

設計調達課 

保修部各課 

設計調達課 
安全・系統 

管理課 
共通設計課  共通設計課 

 

 

エンジニアリング業務と保修業務の専門組織化によるメリット 

進捗の監視 

進捗の監視 
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発電所の総括部署として 
ガバナンスを強化 

組織横断的な保安活動
を展開する部署を集約す
ることで，発電所の運営
基盤を強化 

保安規定業務は 
品質保証ｸﾞﾙｰﾌﾟに移管 

原子力安全の総括を 
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部に集約 

＜課名変更＞ 

（現行の組織）                                        （改定後の組織） 

保安に関する組織の変更（変更前後の組織体系） 

  

安全品質保証部

品質保証ｸﾞﾙｰﾌﾟ

原子力安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ

検査管理課

危機管理部

総括管理課

防災課

核物質防護課

プラント運営部

プラント管理課

原子燃料課

放射線管理課

システム管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

総括・品質保証部

総括管理課

品質保証ｸﾞﾙｰﾌﾟ

検査管理課

運営基盤部

防災課

核物質防護課

放射線管理課

デジタル技術課
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（現行の組織）                                        （改定後の組織） 

＜課名変更＞ 

水質管理 

放射性液体・ 
気体廃棄物管理 

放射性固体廃棄物管理 

プラント技術の総括は 
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部に集約 

３号附属設備である
廃棄物減容処理設備
の運転を３号炉発電
指令課長の下で行う 

放射性廃棄物管理業務を集約して追加 

 

  
発電部

運転管理課

定検保安課

プラント運営部

プラント管理課

原子燃料課

放射線管理課

システム管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

廃止措置部

廃止措置計画課

廃止措置工事課

廃棄物管理課

発電部

運転管理課

施設保安課

廃棄物管理課

廃止措置部

廃止措置計画課

廃止措置工事課
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（現行の組織）                                        （改定後の組織） 

エンジニアリング業務を 
エンジニアリング部に集約 

専門組織化を図り， 
エンジニアリング部と 
保修部に再編 

保安規定業務は 
品質保証ｸﾞﾙｰﾌﾟに移管 

水質管理，放射性液体・
気体廃棄物管理業務は 
発電部に移管 

 

エンジニアリング部

安全・系統管理課

共通設計課

設計調達課

原子燃料課

保修部

保修管理課

機械保修課

電気保修課

安全品質保証部

品質保証ｸﾞﾙｰﾌﾟ

原子力安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ

検査管理課

プラント運営部

プラント管理課

原子燃料課

放射線管理課

システム管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

保修部

保守管理課

設備保全課

改良工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ

原子炉課

タービン課

電気課

計測課



添付資料１－３ 

組織改定前後の職務移管に関する説明資料 

 

（組織改定前）                  （組織改定後） 
 

1 

安全品質保証部 
 
安全品質保証部長（廃止） 
【第１編および第２編】 

○品質保証グループ長，原子力安全グループ長及び検査管理課長の所管する業務を統括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質保証グループ長 

【第１編および第２編】 

○品質保証活動の総括に関する業務 

 

 

 

原子力安全グループ長（廃止） 

【第１編および第２編】 

○原子力安全の総括に関する業務          

・保安規定変更および管理に関する業務 

 

 

 

検査管理課長 

【第１編および第２編】 

○保安管理に関する業務 

○使用前事業者検査等の総括に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

総括・品質保証部 

 
総括・品質保証部長（新設） 
【第１編および第２編】 

○総括管理課長，品質保証グループ長及び検査管理課長の所管する業務を統括 

 

 

 

総括管理課長 

【第１編および第２編】 

○緊急事態発生時の対応に関する業務 

○運営の総括に関する業務 

 

 

 

品質保証グループ長 

【第１編および第２編】 

○品質保証活動の総括に関する業務 

   ・保安規定変更および管理に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査管理課長 

【第１編および第２編】 

○保安管理に関する業務 

○使用前事業者検査等の総括に関する業務 

 

保安規定変更および管理に関する業務を品質保証グループ
長に移管する。 
「品質保証活動の総括に関する業務」に含めると整理する
ため、保安に関する職務の記載は変更しない。 

※1(p.5へ) 

部の再編(p.2より) 

・危機管理部 総括管理課長 



（組織改定前）                  （組織改定後） 

2 

危機管理部 
 
危機管理部長（廃止） 
【第１編および第２編】 

○総括管理課長，防災課長及び核物質防護課長の所管する業務を統括 

 

 

 

 

総括管理課長 

【第１編および第２編】 

○緊急事態発生時の対応に関する業務 

○運営の総括に関する業務 

 

 

 

防災課長 

【第１編および第２編】 

○原子力防災対策に関する業務 

○防火管理に関する業務 

 

 

 

核物質防護課長 

【第１編および第２編】 

○周辺監視区域の管理に関する業務 

○管理区域への立入許可に関する業務 

【第１編のみ】 

○保全区域の管理に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営基盤部 
 

運営基盤部長（新設） 
【第１編および第２編】 

○防災課長，核物質防護課長，放射線管理課長及びデジタル技術課長の所管する業務を統括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災課長 

【第１編および第２編】 

○原子力防災対策に関する業務 

○防火管理に関する業務 

 

 

 

核物質防護課長 

【第１編および第２編】 

○周辺監視区域の管理に関する業務 

○管理区域への立入許可に関する業務 

【第１編のみ】 

○保全区域の管理に関する業務 

 

 

 

放射線管理課長 

【第１編および第２編】 

○放射線管理（管理区域への立入許可に関する業務を除く。）に関する業務 

 

 

 

デジタル技術課長（名称変更） 

【第１編】 

○原子炉施設の計算機システムの施設管理（電気保修課長が所管する業務を除く。）に関する業務 

【第２編】 

○原子炉施設の計算機システムの施設管理に関する業務 

 

「システム管理グループ長」から名称変更する。 

モニタリングポスト等の設備管理を電気保修課長に移管する。業務
移管後も放射線管理課長が「放射線管理に関する業務」を行うこと
に変更はないことから、保安に関する職務の記載は変更しない。 

部の再編(p.1へ) 

・総括・品質保証部 総括管理課長 

部の再編(p.6より) 

・プラント運営部 放射線管理課長 

部の再編(p.6より) 

・プラント運営部 システム管理グループ長 

括弧内の記載を「設備保全課長及び計測課長が所管する業務を
除く。」から「電気保修課長が所管する業務を除く。」に変更
するが、保安に関する職務の変更はない。 
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発電部 
発電部長 
【第１編および第２編】 

○運転管理課長，定検保安課長及び発電指令課長の所管する業務を統括 

 

 

 

 

運転管理課長 

【第１編】 

○原子炉施設の運転の総括（定検保安課長及び廃棄物管理課長が 

所管する業務を除く。）に関する業務 

・原子炉施設の定検以外の作業における発電の運営に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定検保安課長（名称変更） 

【第１編】 

○原子炉施設の定検作業における発電の運営及び工程管理に関する業務 

   ・原子炉施設の保全作業における工程管理に関する業務 

・燃料取替の業務に関わる者に対する保安教育（第１編：第１１８条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電部 
発電部長 
【第１編および第２編】 

○運転管理課長，施設保安課長，廃棄物管理課長及び発電指令課長の所管する業務を統括 

・廃棄物管理課長の所管する業務の統括に関する業務（第１編：第１７条、第７５条、第１２０条） 

 

 

 

運転管理課長 

【第１編】 

○原子炉施設の運転の総括（施設保安課長が所管する業務を除く。）に関する業務 

・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務 

（第１編：第１４条） 

・廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の業務に関わる者に対する保安教育 

（第１編： 第１１８条） 

○化学管理に関する業務 

・水質管理（第１編：第１８条） 

・ほう酸水濃度確認（第１編：第２４条） 

・原子炉冷却材中のよう素１３１濃度確認（第１編：第３３条） 

【第２編】 

○原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転の総括に関する業務 

・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務 

（第２編：第４３条） 

・廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の業務に関わる者に対する保安教育 

    （第２編：第７４条） 

○化学管理に関する業務 

 

施設保安課長（名称変更） 

【第１編】 

○原子炉施設の保全作業における発電の運営及び工程管理に関する業務 

 

・燃料取替の業務に関わる者に対する保安教育（第１編：第１１８条） 

 

廃棄物管理課長 

【第１編および第２編】 

○放射性固体廃棄物の管理に関する業務 

○放射性液体廃棄物の管理に関する業務 

・放射性液体廃棄物の管理（第１編：第８７条／第２編：第４２条） 

・放出管理用計測器のうち、波高分析装置等の管理（第１編：第８９条／第２編：第４４条） 

 ・放射線計測器類のうち、波高分析装置の管理（第１編：第１００条／第２編：第５５条） 

○放射性気体廃棄物の管理に関する業務 

・放射性気体廃棄物の管理（第１編：第８８条／第２編：第４３条） 

・放出管理用計測器のうち、波高分析装置等の管理（第１編：第８９条／第２編：第４４条） 

・放射線計測器類のうち、波高分析装置の管理（第１編：第１００条／第２編：第５５条） 

「施設保安課長」に名称変更する。 

※20(p.9 より) 

廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務を廃棄物管理課長から移管する。 

【第１編】では廃棄物管理課長は原子炉施設の運転の総括に関する業務を所管しないため、その旨の記載を削除

する。 

また、原子炉施設の定検以外の作業における発電の運営に関する業務を施設保安課長に移管するが、移管後も運

転管理課長が「原子炉施設の運転の総括（施設保安課長が所管する業務を除く。）」を行うことに変更はない。 

廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務を廃棄物管
理課長から移管する。 
【第２編】では廃棄物管理課長が所管していた業務について総括を行う旨を記
載する。 

部の再編(p.9より) 

・廃止措置部 廃棄物管理課長 

運転管理課長から、「原子炉施設の定検以外
の作業における発電の運営に関する業務」を
移管する。この対象範囲の拡大に伴い、「定
検作業」から「保全作業」に記載を変更す
る。なお、「保全作業」とは、主に機械保修
課長、電気保修課長が保全の実施で行う作業
などをいう。 

※6(p.5より) 

※5(p.5より) 

※19(p.9 より) 

廃棄物管理課長の所管する業務の統括を
廃止措置部長から移管する。 
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発電指令課長 

【第１編】 

○原子炉施設の運転に関する当直業務（廃棄物管理課長が所管する業務を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電指令課長 

【第１編】 

○原子炉施設の運転に関する当直業務 

・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する当直業務 

（第１編：第１２条の２、第１３条、第１７条、第７５条、第８６条、第８８条、第９８条） 

・廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の業務に関わる者に対する保安教育 

    （第１編： 第１１７条） 

 

【第２編】 

○原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する当直業務 

・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する当直業務 

（第２編：第４０条、第４３条） 

・廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の業務に関わる者に対する保安教育 

    （第２編：第７３条） 

  

※21(p.9 より) 

廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業
務を廃棄物管理課長から移管する。 
それに伴い、【第１編】では、運転に関する当直業務から廃棄物
管理課長が所管する業務を除く旨の記載を削除する。 
 

廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する
業務を廃棄物管理課長から移管する。 
【第２編】では廃棄物管理課長が所管していた業務の当直業務
を行う旨を記載する。 
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プラント運営部 
 

プラント運営部長（廃止） 
【第１編および第２編】 

○プラント管理課長，原子燃料課長，放射線管理課長及びシステム管理グループ長の所管する業務を統括 

・原子燃料課長の所管する業務の統括に関する業務（第１編：第８５条） 

 

プラント管理課長（廃止） 

【第１編および第２編】 

 

○プラント技術の総括に関する業務 

・安全機能を有する系統の機能確認（第１編：第２２条、第２４条、第３９条、 

第３９条の２、第４１条、第４３条、第４７条、第５０条、第５１条、第５６条） 

・計測制御設備の論理回路機能確認（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・中央制御室外原子炉停止装置計装の制御回路切替試験（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・計測制御設備のチャンネル校正（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・ＲＰＶ非延性破壊防止のための原子炉冷却材温度制限値の設定に係る業務（第１編：第３７条） 

・よう素用フィルタの総合除去効率確認（第１編：第５１条、第５６条） 

 

 

 

 

 

 

○化学管理に関する業務 

 ・水質管理（第１編：第１８条） 

・ほう酸水濃度確認（第１編：第２４条） 

・原子炉冷却材中のよう素１３１濃度確認（第１編：第３３条） 

 

○放射性液体廃棄物の管理に関する業務 

・放射性液体廃棄物の管理（第１編：第８７条／第２編：第４２条） 

・放出管理用計測器のうち、波高分析装置等の管理（第１編：第８９条／第２編：第４４条） 

 ・放射線計測器類のうち、波高分析装置の管理（第１編：第１００条／第２編：第５５条） 

・放出管理用計測器のうち、モニタ類の管理（第１編：第８９条） 

○放射性気体廃棄物の管理に関する業務 

・放射性気体廃棄物の管理（第１編：第８８条／第２編：第４３条） 

・放出管理用計測器のうち、波高分析装置等の管理（第１編：第８９条／第２編：第４４条） 

・放射線計測器類のうち、波高分析装置の管理（第１編：第１００条／第２編：第５５条） 

・放出管理用計測器のうち、モニタ類の管理（第１編：第８９条） 

 

 

 

 

 

エンジニアリング部 
 
エンジニアリング部長（新設） 
【第１編および第２編】 

○安全・系統管理課長，共通設計課長，設計調達課長及び原子燃料課長の所管する業務を統括 

・原子燃料課長の所管する業務の統括に関する業務（第１編：第８５条） 

 

安全・系統管理課長（新設） 

【第１編および第２編】 

○原子力安全管理の総括に関する業務 

○プラント技術の総括に関する業務 

・安全機能を有する系統の機能確認（第１編：第２２条、第２４条、第３９条、 

第３９条の２、第４１条、第４３条、第４７条、第５０条、第５１条、第５６条） 

・中央制御室外原子炉停止装置計装の制御回路切替試験（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・計測制御設備の論理回路機能確認（第１編：第２７条、第２７条の２） 

 

 

 

 

 

・原子炉関係機械設備の機能確認（第１編：第３０条、第４４条） 

 

・設備の模擬信号による動作確認（第１編：第３９条、第３９条の２、第４２条、第４３条、 

第５２条、第５３条、第５９条） 

・直流電源の機能確認（第１編：第６２条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理の総括（保修管理課長が所管する業務を除く。）に関する業務 

 

 

 

※1(p.1より) 

※9(p.7より) 

原子力安全の総括に関する業務を原子力安全グループ長から移管する。 
また、発電所における原子力安全管理の総括に関する業務を分掌するた
め、「原子力安全」から「原子力安全管理」に表現を変更する。 

※5(p.3へ) 

※3(p.6へ) 

※13(p.7より) 

※16(p.8より) 

※15(p.8 より) 

※6(p.3へ) 

※7(p.8へ) 

※2(p.7へ) 

※4(p.7へ) 
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放射線管理課長 

【第１編および第２編】 

○放射線管理（管理区域への立入許可に関する業務を除く。）に関する業務 

・放射線計測器類のうち、モニタリングポスト等の設備管理に関する業務 

    （第１編第１００条／第２編第５５条） 

 

 

 

 

 

システム管理グループ長（名称変更） 

【第１編】 

○原子炉施設の計算機システムの施設管理（設備保全課長及び計測課長が 

所管する業務を除く。）に関する業務 

【第２編】 

○原子炉施設の計算機システムの施設管理に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子燃料課長 

【第１編】 

○燃料管理に関する業務 

○炉心管理に関する業務 

【第２編】 

○放射性固体廃棄物の運搬に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設計課長（新設） 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち、火災、溢水、自然現象に関する防護設計に関する業務 

○原子炉施設の施設管理のうち、高経年化技術評価の総括に関する業務 

・ＲＰＶ非延性破壊防止のための原子炉冷却材温度制限値の設定に係る業務（第１編：第３７条） 

 

 

 

 

設計調達課長（新設） 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち、設計管理及び調達管理に関する業務（土木課長及び建築課長が 

所管する業務を除く。 ） 

 

 

 

原子燃料課長 

【第１編】 

○燃料管理に関する業務 

○炉心管理に関する業務 

【第２編】 

○放射性固体廃棄物の運搬に関する業務 

 

 

 

 

 

「デジタル技術課長」に名称変更する。 
保安に関する職務の変更はない。 

※11(p.7,8より) 

※10(p.7,8より) 

※12(p.7 より) 

※8(p.8へ) 

部の再編(p.2へ) 

・運営基盤部 放射線管理課長 

部の再編(p.2へ) 

・運営基盤部 デジタル技術課長 

※3(p.5より) 
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保修部 
 
保修部長 
【第１編および第２編】 

○保守管理課長，設備保全課長，改良工事グループ長，原子炉課長，タービン課長， 

電気課長及び計測課長の所管する業務を統括 

 
 
 

保守管理課長（廃止） 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理の総括（設備保全課長が所管する業務を除く。）に関する業務 

・大型改良工事（新規制基準適合性に係る設備以外）の火災、溢水、自然現象に 

関する防護設計に関する業務 

・大型改良工事（新規制基準適合性に係る設備以外）の設計管理及び調達管理に関する業務 

 

 

設備保全課長（廃止） 

【第１編】 

○原子炉施設の保全の総括に関する業務 

 ・高経年化技術評価の総括に関する業務 

 

 

○原子炉施設の施設管理（原子炉課長、タービン課長、電気課長、計測課長、土木課長及び 

建築課長が所管する業務を除く。 ）に関する業務 

・液体廃棄物処理設備、雑固体廃棄物減容処理設備に係る機械設備の施設管理に関する業務 

・液体廃棄物処理設備、雑固体廃棄物減容処理設備に係る電気関係設備及び 

計測関係設備の施設管理に関する業務 

・廃棄物処理関係計算機の施設管理に関する業務 

・設備保全課所管設備の火災、溢水、自然現象に関する防護設計に関する業務 

・設備保全課所管設備の設計管理及び調達管理に関する業務 

 

原子炉課長（廃止） 

【第１編】 

○原子炉施設のうち，原子炉関係機械設備の施設管理に関する業務 

・原子炉関係機械設備の火災、溢水、自然現象に関する防護設計に関する業務 

・原子炉関係機械設備の設計管理及び調達管理に関する業務 

 

 

・原子炉関係機械設備の機能確認（第１編：第３０条、第４４条） 

・制御棒と制御棒駆動機構の結合確認（第１編：第２１条の２） 

・原子炉関係機械設備からの漏えい等の確認（第１編：第３２条、第４２条、第４３条） 

・原子炉建屋原子炉室の負圧確認（第１編：第４９条） 

 

 

タービン課長（廃止） 

【第１編】 

○原子炉施設のうち，タービン関係機械設備の施設管理に関する業務 

・タービン関係機械設備の火災、溢水、自然現象に関する防護設計に関する業務 

・タービン関係機械設備の設計管理及び調達管理に関する業務 

保修部 
 
保修部長 
【第１編および第２編】 

○保修管理課長，機械保修課長及び電気保修課長の所管する業務を統括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保修管理課長（新設） 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち、機械設備、電気関係設備及び計測関係設備の保全の総括に関する業務 

・計測制御設備のチャンネル校正（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・制御棒と制御棒駆動機構の結合確認（第１編：第２１条の２） 

・原子炉関係機械設備からの漏えい等の確認（第１編：第３２条、第４２条、第４３条） 

・原子炉建屋原子炉室の負圧確認（第１編：第４９条） 

・よう素用フィルタの総合除去効率確認（第１編：第５１条、第５６条） 

 

 

 

 

 

 

 

機械保修課長（新設） 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち、機械設備の保全の実施（設計調達課長が所管する業務を除く。 ） 

   及び保全の結果の確認・評価に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※9(p.5へ) 

設備保全課長、原子炉課長、タービン課長、改良工事グループ長
の業務のうち、「機械設備の保全の実施（設計調達課長が所管す
る設計管理及び調達管理に関する業務を除く。）及び保全の結果
の確認・評価に関する業務」を所管する。 
 

※12(p.6 へ) 

※10(p.6 へ) 

※11(p.6 へ) 

※4(p.5より) 

※13(p.5 へ) 

※18(p.8 より) 

※2(p.5より),※14(p.8より) , 

※17(p.8 より) 

※10(p.6 へ) 

※10(p.6へ) 

※11(p.6 へ) 

※11(p.6 へ) 

機械保修課長、電気保修課長が実施する職務に合わせて記載
を変更する。また、定期事業者検査のうち、その他検査全般
に関する業務をプラント管理課長、原子炉課長、電気課長お
よび計測課長から移管するが、「保全の総括」に含めると整
理するため、保安に関する職務の記載は変更しない。    
なお，保修管理課長が行う保全の総括の範囲には，デジタル
技術課長，土木課長および建築課長が行う施設管理に関する
業務は含まれない。 

※10(p.6 へ) 

※11(p.6 へ) 

※22(p.8 へ) 
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電気課長（廃止） 

【第１編】 

○原子炉施設のうち，電気関係設備の施設管理に関する業務 

・電気関係設備の火災、溢水、自然現象に関する防護設計に関する業務 

・電気関係設備の設計管理及び調達管理に関する業務 

 

・計測制御設備のチャンネル校正（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・計測制御設備の論理回路機能確認（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・設備の模擬信号による動作確認（第１編：第３９条、第３９条の２、 

第４２条、第４３条、第５２条、第５３条、第５９条） 

   ・直流電源の機能確認（第１編：第６２条） 

 

 

計測課長（廃止） 

【第１編】 

○原子炉施設のうち，計測関係設備の施設管理に関する業務 

・計測関係設備の火災、溢水、自然現象に関する防護設計に関する業務 

・計測関係設備の設計管理及び調達管理に関する業務 

 

・計測制御設備のチャンネル校正（第１編：第２７条、第２７条の２） 

 

・計測制御設備の論理回路機能確認（第１編：第２７条、第２７条の２） 

 

・平均出力領域モニタ等の校正（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・原子炉冷却材漏えい率監視装置の点検（第１編：第３１条） 

 

 

 

改良工事グループ長（廃止） 

【第１編】 

○大型改良工事に関する業務 

・大型改良工事（機械設備）に関する業務 

・大型改良工事（電気関係設備及び計測関係設備）に関する業務 

・大型改良工事（新規制基準適合性に係る設備）の火災、溢水、自然現象に 

関する防護設計に関する業務 

・大型改良工事（新規制基準適合性に係る設備）の設計管理及び調達管理に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気保修課長（新設） 

【第１編】 

○原子炉施設の施設管理のうち、電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施（設計調達課長が 

所管する業務を除く。 ）並びに保全の結果の確認・評価に関する業務 

 

・平均出力領域モニタ等の校正（第１編：第２７条、第２７条の２） 

・原子炉冷却材漏えい率監視装置の点検（第１編：第３１条） 

 ・放出管理用計測器のうち、モニタ類の管理（第１編：第８９条） 

・放射線計測器類のうち、モニタリングポスト等の設備管理に関する業務（第１編：第１００条） 

 

 

 

【第２編】 

○放射線計測器類の管理（放射線管理課長、廃棄物管理課長及び廃止措置工事課長が所管する業務を 

除く。 ）に関する業務 

・放射線計測器類のうち、モニタリングポスト等の設備管理に関する業務（第２編：第５５条） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設備保全課長、電気課長、計測課長および改良工事グループ長の
業務のうち、「電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施及び
保全の結果の確認・評価に関する業務」を所管する。 

モニタリングポスト等の設備管理を電気保修課長に移管する。 
【第１編】では、当該業務は「電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施に
関する業務」に包含される。 
【第２編】では、「放射線計測器類の管理（放射線管理課長、廃棄物管理課長
及び廃止措置工事課長が所管する業務を除く。 ）に関する業務」と記載する。 

※8(p.6より) 

※16(p.5 へ) 

※18(p.7 へ) 

※17(p.7 へ) 

※15(p.5 へ) 
※7(p.5より) 

※14(p.7へ) 

※10(p.6 へ) 

※10(p.6へ) 

※10(p.6 へ) 

※11(p.6 へ) 

※11(p.6へ) 

※11(p.6 へ) 

※15(p.5 へ) 

※22(p.7 より) 
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廃止措置部 
 

廃止措置部長 
【第１編】 

○廃止措置計画課長，廃止措置工事課長及び廃棄物管理課長の所管する業務を統括 

・廃棄物管理課長の所管する業務の統括に関する業務 

（第１編：第１７条、第７５条、第１２０条） 

【第２編】 

○原子炉施設の廃止措置に係る計画及び管理に関する業務の統括責任者としての業務 

○廃止措置計画課長，廃止措置工事課長及び廃棄物管理課長の所管する業務を統括 

 

 

 

廃止措置計画課長 

【第２編】 

○原子炉施設の廃止措置に係る計画の策定に関する業務 

 

 

 

廃止措置工事課長 

【第２編】 

○原子炉施設の廃止措置に係る工事管理に関する業務 

○原子炉施設の廃止措置に係る施設運用管理の総括に関する業務 

○原子炉施設の廃止措置に係る施設管理（土木課長及び建築課長が所管する業務を除く。 ）に 

関する業務 

 

 

 

廃棄物管理課長 

【第１編および第２編 共通】 

○放射性固体廃棄物の管理に関する業務 

○原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務 

・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務 

（第１編：第１４条／第２編：第４３条） 

・廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の業務に関わる者に対する保安教育 

    （第１編： 第１１７条、第１１８条／第２編：第７３条、第７４条） 

・原子炉施設のうち、廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する当直業務 

（第１編：第１２条の２、第１３条、第１７条、第７５条、第８６条、第８８条、 

第９８条／第２編：第４０条） 

 

 

 

 

 

廃止措置部 
 

廃止措置部長 
【第１編】 

○廃止措置計画課長及び廃止措置工事課長の所管する業務を統括 

 

【第２編】 

○原子炉施設の廃止措置に係る計画及び管理に関する業務の統括責任者としての業務 

○廃止措置計画課長及び廃止措置工事課長の所管する業務を統括 

 

 

 

廃止措置計画課長 

【第２編】 

○原子炉施設の廃止措置に係る計画の策定に関する業務 

 

 

 

廃止措置工事課長 

【第２編】 

○原子炉施設の廃止措置に係る工事管理に関する業務 

○原子炉施設の廃止措置に係る施設運用管理の総括に関する業務 

○原子炉施設の廃止措置に係る施設管理（土木課長及び建築課長が所管する業務を除く。 ）に 

関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※20(p.3 へ) 

廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務を 
運転管理課長および発電指令課長に移管する。 

部の再編(p.3へ) 

・発電部 廃棄物管理課長 

※19(p.3 へ) 

廃棄物管理課長の所管する業務の統括を
発電部長に移管する。 
 

※21(p.4 へ) 
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土木建築部 
 

土木建築部長 
【第１編および第２編】 

○土木課長及び建築課長の所管する業務を統括 

 

 

土木課長 

【第１編および第２編】 

○原子炉施設のうち、土木関係設備の施設管理に関する業務 

 

 

建築課長 

【第１編および第２編】 

○原子炉施設のうち、建築関係設備の施設管理に関する業務 

 

 

 

原子力研修センター 
 

原子力研修センター所長 
【第１編および第２編】 

○所員の保安教育の実施計画及び報告に関する業務 

 

 

 

総務部 
 

総務部長 

【第１編および第２編】 

○経理課長の所管する業務を統括 

 

 

 

経理課長 

【第１編】 

○調達に関する業務 

【第２編】 

○廃止措置に係る調達に関する業務 

 

 

 

土木建築部 
 

土木建築部長 
【第１編および第２編】 

○土木課長及び建築課長の所管する業務を統括 

 

 

土木課長 

【第１編および第２編】 

○原子炉施設のうち、土木関係設備の施設管理に関する業務 

 

 

建築課長 

【第１編および第２編】 

○原子炉施設のうち、建築関係設備の施設管理に関する業務 

 

 

 

原子力研修センター 
 

原子力研修センター所長 
【第１編および第２編】 

○所員の保安教育の実施計画及び報告に関する業務 

 

 

 

総務部 
 

総務部長 

【第１編および第２編】 

○経理課長の所管する業務を統括 

 

 

 

経理課長 

【第１編】 

○調達に関する業務 

【第２編】 

○廃止措置に係る調達に関する業務 

 

 

 



添付資料１－３別添 

1 

 

運転管理の業務分掌 

 

① 運転管理課長：原子炉施設の運転の総括（施設保安課長が所管する業務を除く。）及び化学管理に

関する業務 

…運転管理課長が所管する原子炉施設の運転の総括には，施設保安課長が行う「保全作業におけ

る発電の運営及び工程管理に関する業務」は含まれないため，施設保安課長が所管する業務を除く

旨を記載。 

…廃棄物管理課長より「原子炉施設のうち廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転

に関する業務」が移管されたことから，「廃棄物管理課長が所管する業務を除く。」を削除 

② 施設保安課長：原子炉施設の保全作業における発電の運営及び工程管理に関する業務。 

③ 発電指令課長：原子炉施設の運転に関する当直業務。 

…廃棄物管理課長より「原子炉施設のうち廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転

に関する業務」のうち当直業務が移管されたことから，「廃棄物管理課長が所管する業務を除く。」を

削除 

④ 廃棄物管理課長：放射性固体廃棄物の管理，放射性液体廃棄物の管理及び放射性気体廃棄物の

管理に関する業務 

…「原子炉施設のうち廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務」のうち

当直業務は発電指令課長へ，それ以外の業務について運転管理課長へ移管したことから，「原子炉

施設のうち廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の運転に関する業務」を削除 

 

  



 

2 

 

組織改定前 ：組織改定後移管する業務

定検保安課長 発電指令課長 廃棄物管理課長

組織改定後

施設保安課長 発電指令課長 廃棄物管理課長

・原子炉施設の運転に関する当
直業務

運転管理課長

・放射性固体廃棄物の管理に関
する業務

定期点検
以外の期
間の作業
における
発電の運

営

・原子炉施設の運転の総括（定
検保安課長及び廃棄物管理課長
が所管する業務を除く。）に関
する業務

・原子炉施設の運転の総括（施
設保安課長が所管する業務を除
く）及び化学管理に関する業務

・原子炉施設の定検作業におけ
る発電の運営及び工程に関する
業務

・廃棄物減容処理装置建屋に設
置された共用施設の運転に関す
る業務

運転管理課長

・原子炉施設の保全作業におけ
る発電の運営及び工程に関する
業務

・放射性固体廃棄物の管理，放
射性液体廃棄物の管理及び放射
性気体廃棄物の管理に関する業
務

・原子炉施設の運転に関する当
直業務（廃棄物管理課長が所管
する業務を除く。）

プラント管理

課長より、

「化学管理に

関する業務」

移管

プラント管理課長より、

「放射性液体廃棄物の

管理に関する業務」

「放射性気体廃棄物に

関する業務」移管

当直業務を移管

 



 

3 

 

施設管理の業務分掌 

 

① 安全・系統管理課長：原子炉施設の施設管理の総括（保修管理課長が所管する業務を除く。）に関

する業務【Ａ】 

…安全・系統管理課長が所管する施設管理の総括には，機械設備，電気関係設備及び計測関係設

備の保全の総括は含まれないため，保修管理課長が所管する業務を除く旨を記載。 

② 保修管理課長：原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全

の総括に関する業務【Ｂ】 

③ 機械保修課長：原子炉施設の施設管理のうち，機械設備の保全の実施（設計調達課長が所管する

業務を除く。）及び保全の結果の確認・評価に関する業務【Ｃ】 

…機械保修課長が所管する機械設備の保全の実施には，設計管理及び調達管理は含まれないた

め，設計調達課長が所管する業務を除く旨を記載。 

④ 電気保修課長：原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施（設

計調達課長が所管する業務を除く。）並びに保全の結果の確認・評価に関する業務【Ｄ】 

…電気保修課長が所管する電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施には，設計管理及び調

達管理は含まれないため，設計調達課長が所管する業務を除く旨を記載。 

⑤ 設計調達課長：原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理に関する業務（土木課長及

び建築課長が所管する業務を除く。）【Ｅ】 

…土木関係設備及び建築関係設備に係る設計管理及び調達管理は，それぞれ土木課長又は建築

課長が行うため，土木課長及び建築課長が所管する業務を除く旨を記載。 

⑥ 共通設計課長：原子炉施設の施設管理のうち，火災，溢水，自然現象に関する防護設計及び高経

年化技術評価の総括に関する業務【Ｆ】 

⑦ 土木課長：原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理に関する業務【Ｇ】 

⑧ 建築課長：原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理に関する業務【Ｈ】 

⑨ デジタル技術課長：原子炉施設の計算機システムの施設管理（電気保修課長が所管する業務を除

く。）に関する業務【Ｉ】 
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  【Ａ】施設管理の総括：保守管理課長 

【Ｂ】機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の総括： 

設備保全課長 

 
【Ｃ】機械設備の保全の実施及び保全の結果の確認・評価： 

原子炉課長（原子炉関係機械設備） 

タービン課長（タービン関係機械設備） 

設備保全課長 

（液体廃棄物処理設備、固体廃棄物減容処理設備に係る機械設備） 

改良工事Ｇ長（新規制基準適合性に係る機械設備） 

【Ｉ】計算機システムの施設管理（設備保全課長及び計測課長が所管する業務を除く。）：  

システム管理Ｇ長（緊急時対策支援システムへの 1,2 号データ伝送システム） 

【Ｈ】建築関係設備の施設管理：建築課長 

【Ｄ】電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施並びに 

保全の結果の確認： 

 

電気課長（電気関係設備） 

計測課長（計測関係設備） 

設備保全課長（液体廃棄物処理設備、固体廃棄物減容処理設備に 

係る電気関係、計測関係設備） 

改良工事Ｇ長（新規制基準適合性に係る電気関係、計測関係設備） 

 

【Ｄ】計測関係設備（計算機システム）： 

設備保全課長（廃棄物処理関係計算機） 

計測課長（プラントプロセス計算機） 

（緊急時対策支援システムへの 1,2 号データを除く伝送システム） 

【Ｅ】設計管理及び 

調達管理： 

保守管理課長 設備保全課長 

原子炉課長  タービン課長 

電気課長   計測課長 

改良工事Ｇ長 

 

【Ｆ】火災，溢水，自然 

現象に関する 

防護設計： 
保守管理課長 設備保全課長 

原子炉課長  タービン課長 

電気課長   計測課長 

改良工事Ｇ長 

 

【Ｆ】高経年化技術評価の 

総括： 

設備保全課長 

施設管理業務に係る各課長の業務分掌イメージ（組織改正前） 

 

【Ｇ】土木関係設備の施設管理：土木課長 

保修部所掌範囲 
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【Ａ】施設管理の総括：安全・系統管理課長（①） 

【Ｂ】機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の総括： 

保修管理課長（②） 

【Ｃ】機械設備の保全の実施及び保全の結果の確認・評価： 

機械保修課長（③） 

（機械設備） 

 

【Ｉ】計算機システムの施設管理（電気保修課長が所管する業務を除く。）：  

デジタル技術課長（⑨）（緊急時対策支援システムへの 1,2 号データ伝送システム） 

【Ｈ】建築関係設備の施設管理：建築課長（⑧） 

【Ｄ】電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施並びに 

保全の結果の確認： 

 

電気保修課長（④） 

（電気関係設備） 

（計測関係設備） 

 

【Ｄ】計測関係設備（計算機システム）： 

電気保修課長（④） 

（廃棄物処理関係計算機） 

（プラントプロセス計算機） 

（緊急時対策支援システムへの 1,2 号データを除く伝送システム） 

 

【Ｅ】設計管理及び 

調達管理： 
設計調達課長（⑤） 

【Ｆ】火災，溢水，自然 

現象に関する 

防護設計： 

共通設計課長（⑥） 

 

 

 

 

【Ｆ】高経年化技術評価の 

総括： 

共通設計課長（⑥） 

 

施設管理業務に係る各課長の業務分掌イメージ（組織改正後） 

 

【Ｇ】土木関係設備の施設管理：土木課長（⑦） 

保修部所掌範囲 エンジニアリング部所掌範囲 



添付資料１－４

現 新 備考 保安規定第１編第５条との整合

１．施設管理の実施方針及び施設管理目標
（基本的考え方）
安全・系統管理課が施設管理の総括を行う

(3) 組織は，施設管理の実施方針に基づき，施設管理の改善を図るための施設
管理目標を設定する。また，１１．の施設管理の有効性評価の結果及び施設管理
を行う観点から特別な状態（６．３参照）を踏まえ施設管理目標の見直しを行う。

保守管理課 安全・系統管理課

施設管理の全般纏めのため、実務を安全・系統管理課へ
現：保守管理課（実務）→発電所長
新：安全・系統管理課（実務）→発電所長

「１．施設管理の実施方針及び施設管理目標」の実務上の取り纏めを
行う安全・系統管理課長の職務について、「施設管理の総括に関する
業務」と記載する。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

２．保全プログラムの策定

組織は，１．の施設管理目標を達成するため，３．の保全対象範囲の策定から１
０．の保全の有効性評価からなる保全プログラムを策定する。また，１１．の施設
管理の有効性評価の結果及び施設管理を行う観点から特別な状態（６．３参照）
を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。

－ － － －

３．保全対象範囲の策定

（基本的考え方）
安全・系統管理課はリスク情報（リスク評価にかかる機能を安全・系統
管理課へ移管）を加味して保全計画の骨格（保全の対象範囲、重要
度、保全方式）を決定する。

組織は，原子炉施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として次の各
項の設備を選定する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、保全の対象範囲にかかる総括部署を
　設備保全課→安全・系統管理課
現：各課→設備保全審査→各課長承認
新：起案箇所作成・審査→安全・系統管理課承認
　　土木課、建築課作成→安全・系統管理課審査
　　→土木課、建築課長承認
　　→新所掌に基づき、安全・系統管理課は審査による関与

土木課長・建築課長の承認は、当該課長の施設管理に関する職務で
読む。「４．施設管理の重要度の設定」も同じ。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

４．施設管理の重要度の設定

組織は，３．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構
築物，系統及び機器の施設管理の重要度として点検に用いる重要度（以下「保全
重要度」という。）と設計及び工事に用いる重要度を設定する。

－ －

（基本的考え方）
安全・系統管理課はリスク情報（リスク評価にかかる機能を安全・系統
管理課へ移管）を加味して保全計画の骨格（保全の対象範囲、重要
度、保全方式）を決定する。

－

(1) 系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，「重要度分類指
針」の重要度に基づき，確率論的リスク評価から得られるリスク情報を考慮して設
定する。

品質保証Ｇ 安全・系統管理課

基本的考え方に基づき、重要度にかかる総括部署を品質保証Ｇ→安
全・系統管理課（リスク情報活用の機能を安全・系統管理課へ移管）
現：品質保証Ｇ作成→発電所長承認
新：安全・系統管理課作成→安全・系統管理課長承認、発電所長承認

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

(2) 機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設
定する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、重要度にかかる総括部署を
保全重要度：設備保全課→安全・系統管理課
現：各課→設備保全課審査→各課長承認
新：安全・系統管理課作成・承認
　　土木課、建築課作成→安全・系統管理課審査
　　→土木課、建築課長承認
　　→新所掌に基づき、安全・系統管理課は審査による関与

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(3) 構築物の保全重要度は，(1)又は(2)に基づき設定する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課
②
土木課
建築課

同上
安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(4) 設計及び工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，「重
要度分類指針」の重要度等を組み合わせて設定する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
設計調達課
②
土木課
建築課

安全・系統管理課の設定する重要度などを組み合わせて、設計部署
となる設計調達課が設計管理プロセスにおいて設定する。

設計調達課長：「原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(5) 次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 － － － －

５．保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視
（基本的考え方）
安全・系統管理課は施設管理の総括を行うことに基づき、施設管理目
標を設定する実務を行う。

(1) 組織は，保全の有効性を監視，評価するために４．の施設管理の重要度を踏
まえ，施設管理目標の中でプラントレベル及び系統レベルの保全活動管理指標を
設定する。

設備保全課 安全・系統管理課

系統指標評価に関する内容であるため、安全・系統管理課で設定す
る
現：設備保全課内承認
新：安全・系統管理課内承認

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

ａ．プラントレベルの保全活動管理指標
プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のものを設定する。

－ － － －

(2) 組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定する。また，１０．の
保全の有効性評価の結果を踏まえ保全活動管理指標の目標値の見直しを行う。

設備保全課 安全・系統管理課 ５（１）に同じ 安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

ａ．プラントレベルの保全活動管理指標 設備保全課 安全・系統管理課 ５（１）に同じ 安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

ｂ．系統レベルの保全活動管理指標 － － － －

(3) 組織は，プラント又は系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項
目，監視方法及び算出周期を具体的に定めた監視計画を策定する。なお，監視
計画には，計画の始期及び期間に関することを含める。

設備保全課 安全・系統管理課 ５（１）に同じ 安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

(4) 組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報の採取及び監視を
実施し，その結果を記録する。

設備保全課 安全・系統管理課 ５（１）に同じ 安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

保安規定第１０６条（施設管理）の担当部署整理表

新組織における業務所掌の基本的考え方

① 構成管理（設計要件―物理構成）

・安全・系統管理課

施設管理の総括を行う。また、系統パフォーマンスの監視・評価結果を踏まえ、リスク情報※１を加味して保全計画の骨格（保全の対象範囲、重要度、保全方式）を決定するとともに、長期的な保全計画の策定（点検の時期や改造工事の時期含む）を集約し、長期の設備信頼性の向上

を図る。

※１ リスク評価にかかる機能をこの課へ移管

② 構成管理（設計要件―施設構成情報）

・設計調達課

設備の設計および調達を行う。設計管理プロセスに従って、設備の設計および工事の計画を行う。調達については設計管理プロセスに関連する調達のほか、保全計画全般に基づく定期的な点検の調達も行う。また、施設構成情報（設計図書）の管理を行う。

・共通設計課

自然現象・火災といった共通設計に係る設備の設計、設計レビューの実施、共通設計に係る施設構成情報（設計図書）の管理、並びに、高経年化技術評価の取り纏めを行う。

③ 構成管理（施設構成情報―物理構成）

・保修管理課

現場保修業務のとりまとめ。安全・系統管理課にて決定された保全計画の骨格に基づき、点検方法（非破壊検査・目視点検）を定めるとともに、点検結果等に基づいた保全の有効性評価を行う※２。

※２ 機械保修課・電気保修課が報告する点検手入れ前データに基づいた保全の有効性評価による点検周期の変更含む。

・機械保修課・電気保修課

上記課にて計画、調達された現場業務（作業要領の策定、現場作業の管理、作業結果の報告）を行う
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６．保全計画の策定

（基本的考え方）
・安全・系統管理課
リスク情報（リスク評価にかかる機能をこの課へ移管）を加味して保全
計画の骨格を決定する（保全の対象範囲、重要度、保全方式）ととも
に、長期的な保全計画の策定（点検の時期や改造工事の時期含む）
を集約し、長期の設備信頼性の向上を図る。

・保修管理課
安全・系統管理課にて決定された保全計画の骨格に基づき、点検方
法（非破壊検査・目視点検等）を定める。

・設計調達課
設備の設計および調達を行う。設計管理プロセスに従って、設備の設
計および工事の計画を行う。

(1) 組織は，３．の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。なお，保全
計画には，計画の始期及び期間に関することを含める。

－ － － －

ａ．点検計画（６．１参照） － － － －

ｂ．設計及び工事の計画（６．２参照） － － － －

ｃ．特別な保全計画（６．３参照） － － － －

(2) 組織は，保全計画の策定にあたって，４．の施設管理の重要度を勘案し，必要
に応じて次の事項を考慮する。また，１０．の保全の有効性評価の結果を踏まえ
保全計画の見直しを行う。

－ － － －

(3) 組織は，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保されていることを確認す
るとともに，安全機能に影響を及ぼす可能性のある行為を把握し，保全計画を策
定する。

原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
土木課
建築課

安全・系統管理課

保全計画のうち、「保全の実施段階での原子炉の安全性が確保され
ていることを確認」の業務について、安全・系統管理課はリスク情報
（リスク評価にかかる機能を安全・系統管理課へ移管）を踏まえて策定
する

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

６．１ 点検計画の策定

(1) 組織は，原子炉停止中又は運転中に点検を実施する場合は，あらかじめ保全
方式を選定し，点検の方法並びにそれらの実施頻度及び実施時期を定めた点検
計画を策定する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課（点検計画策定
のうち保全方式、実施時期の策定）
保修管理課（点検計画策定のうち
点検方法、実施頻度の設定）
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、保全計画の骨子（保全方式）および実施時期
に関わる業務を安全・系統管理課が担い、具体的な点検方法、実施
頻度に関しては保修管理課が担う。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(2) 組織は，構築物，系統及び機器の適切な単位毎に，予防保全を基本として，
以下に示す保全方式から適切な方式を選定する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、保全方式の決定は安全・系統管理課が担う。
安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(3) 組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を定める。 － － － －

ａ．時間基準保全 － － － －

点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 － － － －

ｉ）点検の具体的方法

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
保修管理課
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、点検の具体的な方法・実施頻度は保修管理
課が担う
現状は設備保全課纏め→保修管理課
現：各課→設備保全課審査→各課長承認
新：保修管理課作成・承認→各課へ展開
　　土木課、建築課作成→保修管理課審査
　　→土木課、建築課承認
　　→新所掌に基づき、保修管理課は審査による関与

保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

ⅱ）構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価
するために必要なデ－タ項目，評価方法及び管理基準

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
保修管理課
②
土木課
建築課

同上

保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

ⅲ）実施頻度

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
保修管理課
②
土木課
建築課

同上

保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

ⅳ）実施時期

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、実施頻度を超えない範囲での実施時期の設
定に関わる業務を安全・系統管理課が担う。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

ｂ．状態基準保全 － － － －

①設備診断技術を使い状態監視デ－タを採取する時期までに，次の事項を定め
る。

原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
土木課
建築課

安全・系統管理課
・系統トレンドに応じた状態監視をいかにするか決定することを踏まえ
て安全・系統管理課

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

②巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定める。

原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
土木課
建築課

安全・系統管理課
・系統トレンドに応じた状態監視をいかにするか決定することを踏まえ
て安全・系統管理課

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

③定例試験を実施する時期までに，次の事項を定める。 運転管理課 安全・系統管理課
・系統トレンドに応じた状態監視をいかにするか決定することを踏まえ
て安全・系統管理課

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

ｃ．事後保全

原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
土木課
建築課

安全・系統管理課
基本的考え方に基づき、保全方式の決定に関わる業務を安全・系統
管理課が担う。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

(4) 組織は，点検を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる
状態にあることを事業者検査により確認・評価する時期までに，次の事項を定め
る。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課
保修管理課
②
土木課
建築課

・定期事業者検査実施箇所
　安全・系統管理課：機能検査
　保修管理課：その他検査全般

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務
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６．２ 設計及び工事の計画の策定

(1) 組織は，設計及び工事を実施する場合は，あらかじめその方法及び実施時期
を定めた設計及び工事の計画を策定する。また，安全上重要な機器等の工事を
実施する場合は，その計画段階において，法令に基づく必要な手続きの要否につ
いて確認を行い，その結果を記録する。

①
保守管理課
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課（設計及び工事
の計画のうち長期保全計画の策
定）
設計調達課（共通設計課）（上記以
外の設計及び工事の計画）
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、長期的な保全計画の策定（点検の時期や改
造工事の時期含む）を安全・系統管理課に集約し、長期の設備信頼
性の向上を図る役割を担う。
また、設計調達課は設計管理プロセスに従って、設備の設計および工
事の計画を策定し、法令に基づく必要な手続きの要否を確認する。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
設計調達課長：「原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理」に関する業務
共通設計課長：「原子炉施設の施設管理のうち，火災，溢水，自然現象に関する防護設計」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(2) 組織は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，使用前点検の方法並
びにそれらの実施頻度及び実施時期を定めた使用前点検の計画を策定する。

①
保守管理課
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
設計調達課
②
土木課
建築課

設計調達課は設計管理プロセスに従って、設備の設計および工事の
計画を行う。

設計調達課長：「原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(3) 組織は，工事を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる
状態にあることを事業者検査並びに事業者検査以外の検査及び試験（以下「試験
等」という。）により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。

①
保守管理課
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
設計調達課
②
土木課
建築課

（使用前事業者検査の計画）
設計調達課は設計管理プロセスに従って、設備の設計および工事の
計画を行う。

設計調達課長：「原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

６．３ 特別な保全計画の策定

(1) 組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合などは，特
別な措置として，あらかじめ当該原子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施
時期を定めた計画を策定する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課（特別な保全計
画のうち保全方式、実施時期の策
定）
保修管理課（特別な保全計画のう
ち点検方法、実施頻度の設定）
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、保全計画の骨子（保全方式（保管対策の実
施検討含む））および実施時期に関わる業務を安全・系統管理課が担
い、長期停止時に機能要求がある設備に対する具体的な点検方法、
実施頻度に関しては保修管理課が担う。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(2) 組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築物，系統及び機器が，
所定の機能を発揮しうる状態にあることを点検により確認・評価する時期までに，
次の事項を定める。

－ － － －

ａ．点検の具体的方法

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
保修管理課
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、点検の具体的な方法・実施頻度は保修管理
課が担う
現状は設備保全課纏め→保修管理課
現：各課→設備保全課審査→各課長承認
新：保修管理課作成・承認→各課へ展開
　　土木課、建築課作成→保修管理課審査
　　→土木課、建築課承認
　　→新所掌に基づき、保修管理課は審査による関与

保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な点検の
項目，評価方法及び管理基準

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
保修管理課
②
土木課
建築課

同上

保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

ｃ．点検の実施時期

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、実施時期に関わる業務を安全・系統管理課
が担う。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

７．保全の実施

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
機械保修課(①から機械設備を集
約）
電気保修課（①から電気、計装関
係設備を集約）
②
土木課
建築課

－

機械保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備の保全の実施」に関する業務
電気保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施」に関す
る業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

８．保全の結果の確認・評価

(1) 組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統
及び機器の保全の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時
期までに確認･評価し，記録する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課（系統機能にか
かる確認・評価）
機械保修課(個別設備にかかる確
認・評価）
電気保修課（個別設備にかかる確
認・評価）
②
土木課
建築課

－

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
機械保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，保全の結果の確認・評価」に関する業務
電気保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及び計測関係設備の保全の結果の確
認・評価」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(2) 組織は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機能を発揮しうる状態
にあることを検証するため，事業者検査を実施する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課（定期事業者検
査のうち機能検査）
保修管理課（その他定期事業者検
査）
設計調達課（使用前事業者検査）
②
土木課
建築課

－

安全・系統管理課長：「第５条第４項(33)」
保修管理課長：「第５条第４項(33)」
設計調達課長：「第５条第４項(33)」
土木課長：「第５条第４項(33)」
建築課長：「第５条第４項(33)」

(3) 組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，定め
たプロセスに基づき，保全が実施されていることを，所定の時期までに確認・評価
し，記録する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
安全・系統管理課（系統機能にか
かる確認・評価）
機械保修課(個別設備にかかる確
認・評価）
電気保修課（個別設備にかかる確
認・評価）
②
土木課
建築課

－

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
機械保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，保全の結果の確認・評価」に関する業務
電気保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及び計測関係設備の保全の結果の確
認・評価」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

９．不適合管理，是正処置及び未然防止処置

(1) 組織は，施設管理の対象となる施設及びプロセスを監視し，以下のａ.及びｂ.の
状態に至らないよう通常と異なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じると
ともに，以下のａ.及びｂ.に至った場合には，不適合管理を行った上で，是正処置を
講じる。

－ － － －

ａ．保全を実施した構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうることを確認・
評価できない場合

各課（不適合内容により責任所掌に
基づく）

各課（不適合内容により責任所掌
に基づく）

－ －

ｂ．最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，定めたプロ
セスに基づき，保全が実施されていることが確認・評価できない場合

各課（不適合内容により責任所掌に
基づく）

各課（不適合内容により責任所掌
に基づく）

－ －

(2) 組織は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自らの組織で起こり得
る問題の影響に照らし，適切な未然防止処置を講じる。

各課（運転経験等の内容により責任
所掌に基づく）

各課（運転経験等の内容により責
任所掌に基づく）

－ －

(3) 組織は，(1)及び(2)の活動を第３条に基づき実施する。 － － － －
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１０．保全の有効性評価

組織は，保全活動から得られた情報等から，保全の有効性を評価し，保全が有効
に機能していることを確認するとともに，継続的な改善につなげる。

－ － － －

(1) 組織は，あらかじめ定めた時期及び内容に基づき，保全の有効性を評価す
る。なお，保全の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合わせて行う。

設備保全課 保修管理課

基本的考え方に基づき、保修管理課が点検結果に基づいた保全の有
効性評価を行う。

・点検手入れ前デ－タによる評価
　現場保修課⇒保修管理課（承認）

・（実施頻度の大幅な変更等）設計検討が必要な評価
　保修管理課⇒設計調達課（審査）⇒保修管理課（承認）

保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務

(2) 組織は，保全の有効性評価の結果を踏まえ，構築物，系統及び機器の保全方
式を変更する場合には，６．１に基づき保全方式を選定する。また，構築物，系統
及び機器の点検間隔を変更する場合には，保全重要度を踏まえた上で，以下の
評価方法を活用して評価する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
（保全方式）
安全・系統管理課
（点検間隔－実施頻度）
保修管理課
②
土木課
建築課

基本的考え方に基づき、保全計画の骨子（保全方式）および実施時期
に関わる業務を安全・系統管理課が担い、具体的な点検方法、実施
頻度に関しては保修管理課が担う。

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

(3) 組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠及び必要となる改善内容につ
いて記録する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

（２）と同じ －

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務
保修管理課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び計測関係設備の保全の
総括」に関する業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

１１．施設管理の有効性評価

(1) 組織は，１０．の保全の有効性評価の結果及び１．の施設管理目標の達成度
から，定期的に施設管理の有効性を評価し，施設管理が有効に機能していること
を確認するとともに，継続的な改善につなげる。

保守管理課 安全・系統管理課
安全・系統管理課が施設管理の総括を行う。
旧：保守管理課作成→発電所長承認
新：安全・系統管理課作成→発電所長承認

安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

(2) 組織は，施設管理の有効性評価の結果とその根拠及び改善内容について記
録する。

保守管理課 安全・系統管理課 安全・系統管理課が施設管理の総括を行う。 安全・系統管理課長：「原子炉施設の施設管理の総括」に関する業務

１２．構成管理
組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 － － － －

ａ．設計要件（第３条７．２．１に示す業務・原子炉施設に対する要求事項のうち，
「構築物，系統及び機器がどのようなものでなければならないか」という要件を含
む第１０６条の２の設計に対する要求事項をいう。）

原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
土木課
建築課

安全・系統管理課 系統要件：安全・系統管理課 －

ｂ.施設構成情報（第３条４．２．１に示す文書のうち，「構築物，系統及び機器がど
のようなものかを示す図書，情報」をいう。）

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
設計調達課
共通設計課
②
土木課
建築課

－ －

ｃ.物理的構成（実際の構築物，系統及び機器をいう。）

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
機械保修課(①から機械設備を集
約）
電気保修課（①から電気、計装関
係設備を集約）
②
土木課
建築課

現場設備管理：現場課 －

１３．情報共有

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資するために必要な技
術情報を，ＢＷＲ事業者協議会を通じて他の原子炉設置者と共有する。

原子力部 原子力部 － －

第106条の２

組織は，原子炉施設の工事を行う場合，新たな設計又は過去に実施した設計結
果の変更に該当するかどうかを判断する。

原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
土木課
建築課

設計調達課
共通設計課

・設計調達課
設備の設計および調達を行う。設計管理プロセスに従って、設備の設
計および工事の計画を行う。
・共通設計課
自然現象・火災といった共通設計に係る設備の設計、設計レビューの
実施を行う。

設計調達課長：「原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理」に関する業務
共通設計課長：「原子炉施設の施設管理のうち，火災，溢水，自然現象に関する防護設計」に関する業務

２ 組織は，前項において該当すると判断した場合，次の各号に掲げる要求事項を
満たす設計を第３条７．３に従って実施する。
(1) 保全の結果の反映及び既設設備への影響の考慮を含む，機能及び性能に関
する要求事項
(2) 「技術基準規則」の規定及び原子炉設置（変更）許可申請書の記載事項を含
む，適用される法令・規制要求事項
(3) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報
(4) 設計開発に不可欠なその他の要求事項

原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
土木課
建築課

設計調達課
共通設計課

・設計調達課
設備の設計および調達を行う。設計管理プロセスに従って、設備の設
計および工事の計画を行う。
・共通設計課
自然現象・火災といった共通設計に係る設備の設計、設計レビューの
実施を行う。

設計調達課長：「原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理」に関する業務
共通設計課長：「原子炉施設の施設管理のうち，火災，溢水，自然現象に関する防護設計」に関する業務

３ 本条における設計には，第１０６条の３に定める作業管理及び第１０６条の４に
定める使用前事業者検査の実施を考慮する。

原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
土木課
建築課

設計調達課
共通設計課

・設計調達課
設備の設計および調達を行う。設計管理プロセスに従って、設備の設
計および工事の計画を行う。
・共通設計課
自然現象・火災といった共通設計に係る設備の設計、設計レビューの
実施を行う。

設計調達課長：「原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理」に関する業務
共通設計課長：「原子炉施設の施設管理のうち，火災，溢水，自然現象に関する防護設計」に関する業務

第106条の３

組織は，第１０６条の２の設計管理の結果に従い工事を実施する。

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
機械保修課(①から機械設備を集
約）
電気保修課（①から電気、計装関
係設備を集約）
②
土木課
建築課

・機械保修課・電気保修課
計画、調達された現場業務を行う

機械保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備の保全の実施」に関する業務
電気保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施」に関す
る業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

２ 組織は，原子炉施設の点検及び工事を行う場合，原子炉施設の安全を確保す
るため次の事項を考慮した作業管理を行う。
(1) 他の原子炉施設及び周辺環境からの影響による作業対象設備の損傷及び劣
化の防止
(2) 供用中の原子炉施設に対する悪影響の防止
(3) 供用開始後の管理上重要な初期デ－タの採取
(4) 作業工程の管理
(5) 供用開始までの作業対象設備の管理
(6) 第６章に基づく放射性廃棄物管理
(7) 第７章に基づく放射線管理

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課
③
定検保安課（１）（２）（４）

①
機械保修課(①から機械設備を集
約）
電気保修課（①から電気、計装関
係設備を集約）
②
土木課
建築課
③
施設保安課（１）（２）（４）

・機械保修課・電気保修課
計画、調達された現場業務を行う

機械保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備の保全の実施」に関する業務
電気保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施」に関す
る業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務

３ 組織は，原子炉施設の状況を日常的に確認し，偶発故障等の発生も念頭に，
設備等が正常な状態から外れ，又は外れる兆候が認められる場合に，適切に正
常な状態に回復させることができるよう，本項及び第１３条による巡視点検を定期
的に行う。

①
発電部
②
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
③
土木課
建築課

①
発電部
②
機械保修課(②から機械設備を集
約）
電気保修課（②から電気、計装関
係設備を集約）
③
土木課
建築課

・機械保修課・電気保修課
計画、調達された現場業務を行う

機械保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，機械設備の保全の実施」に関する業務
電気保修課長：「原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及び計測関係設備の保全の実施」に関す
る業務
土木課長：「原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理」に関する業務
建築課長：「原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理」に関する業務
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第106条の４

(使用前事業者検査の実施)

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
改良工事Ｇ
②
土木課
建築課

①
設計調達課
②
土木課
建築課

－
設計調達課長：「第５条第４項(33)」
土木課長：「第５条第４項(33)」
建築課長：「第５条第４項(33)」

第106条の５

(定期事業者検査の実施)

①
原子炉課
タ－ビン課
電気課
計測課
設備保全課
②
土木課
建築課

①
（機能検査）
安全・系統管理課
（その他検査全般）
保修管理課
②
土木課
建築課

・定期事業者検査実施箇所
　安全・系統管理課：機能検査
　保修管理課：その他検査全般

安全系統管理課長：「第５条第４項(33)」
保修管理課長：「第５条第４項(33)」
土木課長：「第５条第４項(33)」
建築課長：「第５条第４項(33)」

第106条の６（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理
方針）

所長は，３号炉に関し，「重要度分類指針」におけるクラス１，２，３の機能
を有する機器及び構造物※１（以下，本条において「機器及び構造物」という。）に
ついて，営業運転を開始した日以後３０年を経過する日までに実施した以下の事
項について，第１１条の２に定める原子炉の運転期間を変更する場合，或いはそ
の他経年劣化に関する技術的な評価を行うために設定した条件，評価方法を変
更する場合は，当該評価の見直しを行い，その結果に基づき，策定した長期施設
管理方針を変更する。
(1) 経年劣化に関する技術的な評価
(2) 前号に基づく長期施設管理方針の策定※２

設備保全課 共通設計課
共通設計課：原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価に関わる
業務

共通設計課長：「原子炉施設の施設管理のうち，高経年化技術評価の総括」に関する業務

２ 所長は，４号炉及び５号炉に関し，機器及び構造物について，各号炉毎，営業
運転を開始した日以後３０年を経過する日までに，実施手順及び実施体制を定
め，これに基づき，前項(1)及び(2)の事項を実施する。

設備保全課 共通設計課
共通設計課：原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価に関わる
業務

共通設計課長：「原子炉施設の施設管理のうち，高経年化技術評価の総括」に関する業務

３ 原子力部長は，機器及び構造物について，各号炉毎，運転期間延長認可申請
※３をする場合においては，営業運転を開始した日以後４０年を経過する日まで
に，実施手順及び実施体制を定め，これに基づき，第１項(1)及び(2)の事項を実施
する。

原子力部 原子力部 － －

４ 原子力部長は，機器及び構造物について，各号炉毎，認可※４を受けた延長
期間が１０年を超える場合においては，営業運転を開始した日以後５０年を経過
する日までに，実施手順及び実施体制を定め，これに基づき，第１項(1)及び(2)の
事項を実施する。

原子力部 原子力部 － －

５ ３号炉の長期施設管理方針は，添付－４に示すものとする。 － － － －
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